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前文．直下地震（上町断層帯地震）時の大阪湾ＢＣＰ（案）について 
〔本資料の意味〕 

・大阪湾における海上経由の緊急物資輸送は、陸上側の被災が甚大な場合にも早期の活動実施が可能であることから、極めて重要な役割を担っ

ている。また、国際コンテナ物流活動は、近畿圏内の国民生活や経済活動を支え、災害時においても継続が不可欠な重要業務である。この活

動は大阪湾内の複数港湾で実施され、それぞれの港湾において、多数の関係者の連携により活動が支えられている。 

・本資料「直下地震（上町断層帯地震）時の大阪湾ＢＣＰ（案）」は、直下地震の中で、大阪湾で最大の被害を発生させる上町断層帯地震を想定

地震として、発災後の大阪湾内での海上経由による緊急物資輸送活動及び国際コンテナ物流活動を迅速、かつ、円滑に実施するため、各港湾

関係者の合意のもと、共通の目標に向かって共有すべき基本的な事項を定めたものである。 
〔本資料の構成〕 

・本資料は、共通の目標に向かって共有すべき基本的な事項として、以下の６章で構成する。 
1．目標の設定（案）         ＝背景と目標 
2．被災想定（案）          ＝中央防災会議発表の想定 
3．対処行動と目標時間（案）     ＝ＢＣＰ（案）の実施方針と関係者の対処行動と目標時間 

＊上町断層帯地震発生時は、緊急物資輸送活動（特に堺２区基幹的広域防災拠点）を最初に実現し、引き続き国際コンテナ物流活動（特

に大阪港、堺泉北港）のための岸壁等の復旧を行う。 
4．業務継続のための情報連絡系統（案）＝関係者の連携体制、連絡体制について 
5．留意すべき事態に対する対処方針  ＝悪天候、複合災害等の事態に対する対処の考え方 
6. 教育・訓練に関する方針      ＝ＰＤＣＡサイクルによるＢＣＰの実効性向上に向けた取り組みについて 

〔発動基準〕 
・レベル１：大阪湾に臨む自治体において震度６弱が観測された場合、安否確認及び情報連絡に係る体制を構築する。 
・レベル２：大阪湾に臨む自治体において震度６強以上が観測された場合、大阪湾ＢＣＰ（案）に則り自動発動を行う。 

〔活動指針（案）との関係〕 
・本資料に定めた事項の実現に向け、より詳細な関係者の役割分担の内容を示した「大阪湾ＢＣＰのための活動指針（案）」を別途作成している。

各港湾関係者は、この活動指針（案）を参照し、関係者相互と調整しつつ、個々の関係者のＢＣＰの作成に取り組むものとし、個々の関係者

間の調整支援を図り、大阪湾ＢＣＰ（案）を確立していくものとする。 
〔本資料の見直し・修正〕 

・本資料は、中央防災会議（H20.5）発表の上町断層帯地震の被害想定を基に検討・作成したものであり、訓練、災害に関する経験、関係者との

調整支援等により、本資料を見直し、必要な修正を加える。また、この見直し・修正を通じ、活動指針（案）、個々の関係者のＢＣＰについて

も必要に応じ見直しを行うものとする。 
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1．目標の設定（案） 
〔緊急物資輸送活動〕 

①背景 
●近畿圏における直下地震（上町断層帯地震）発生時にあって、国民生活を維持するため、海上からの緊急物資の供給を迅速に行うことが港湾に

求められる。 

・大阪湾臨海部は埋め立て等により市街地が形成されてきた地域的特徴があり、幹線道路における橋梁の数が多く、大規模地震によって幹線

道路網が寸断されると、緊急支援物資の供給が困難になる可能性が高い。 

・被災者に対する水・食料等、自治体における物資の備蓄目標は３日分で、以降は外部から調達する必要がある。 

＊本ＢＣＰ（案）は海上輸送による緊急物資輸送活動に係る計画であるが、陸空のその他の交通機関での輸送も実施される。 

・このような背景から、多方面からの緊急物資輸送が求められており、その一つとして、早期の輸送実施の可能性が高い海上からの緊急物資

輸送の実施が求められている。 

 

②目標の設定 
●港湾施設や緊急輸送道路等の点検を踏まえ、早期に海上から被災地への物資輸送ルートを確保する。 

●物資中継拠点となる堺２区基幹的広域防災拠点のＳ２岸壁（以下、「堺２区Ｓ２岸壁」という。）、緊急物資輸送用耐震強化岸壁及び神戸港等隣接

港中継拠点（以下、「隣接港中継拠点」という。）を早期に稼動させる。 

●早期に被災地に物資を届けるために、受入岸壁側の体制整備と、湾外～堺２区Ｓ２岸壁・隣接港中継拠点～緊急物資輸送用耐震強化岸壁～被災

地までの緊急物資輸送情報を共有する。 
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〔国際コンテナ物流活動〕 

①背景 
●直下地震（上町断層帯地震）発生における近畿圏内の国民生活や社会経済への影響を最少限とするために、国際物流機能を確保することが港湾

の社会的な責務である。 

・近畿圏の経済活動と企業生産活動は港湾を経由した海上輸出入に依存しており、発災直後でも従前の６割を取り扱う必要がある。 

・国際物流機能維持は港湾機能の社会的責務であり、特に、企業の生産活動や国民生活に直結する不特定多数の荷主が関与する国際コンテ

ナ輸送の機能の維持・確保がより重要である。 

●災害時及び災害後の日本のコンテナターミナルの信頼性の維持確保が重要 

・震災後の対処行動の遅れによって、大阪湾諸港への定期コンテナ船の抜港が長期間に亘ることを防ぐため、ＢＣＰの作成が必要である。 

 

②目標の設定 
●災害時に被害の少ない耐震強化岸壁等の早期使用開始と被災の少ない神戸港等での受入を実現する。 

●早急な耐震強化岸壁の応急復旧を行い、施設利用の最適化を目指す。 

●災害時の取扱能力を最大化するとともに、限られた施設を公共的に利用する。 

 
 

〔包括的協定の運用による効率的な応急復旧の推進〕 
・緊急物資輸送活動及び国際コンテナ物流活動に資する、被災施設の応急復旧活動にあたっては、「災害発生時における緊急的な応急対策業務に関する包括

的協定書（以下、包括的協定と略す）」を活用し、広域的連携によって推進するものとする。 
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2．被災想定（案） 
●中央防災会議「中部圏・近畿圏の内陸地震に係る被害想定結果(H20.5)」より、上町断層帯地震の最大被害を被災想定とする。 

●上町断層帯地震の想定内容 

・想定地震  ：上町断層帯地震（M7.6） 

：冬、平日、AM５時に発災 

・気象・海象 ：天候 晴れ、風速 15ｍ/ｓ、波の高さ１ｍ 

・電力    ：停電が発生 

・通信条件  ：固定電話は比較的可能。携帯電話はつながりにくい状況。 

・交通条件  ：発災直後のモデル地区へのアプローチは海上のみ可能。 

・その他   ：断続的に余震発生 

 

●その他組織体制等 

・緊急物資輸送活動については、上町断層帯地震に関する政府の対策活動要領はまだ策定されていないが、東南海・南海地震について応急対

策活動要領が作られているので、同要領等に準じて枠組みを考えるものとする。 

・国際コンテナ物流活動については、大阪湾諸港（国際コンテナ取扱港湾）の港湾管理者と阪神国際港湾株式会社による、発災後の関係機関

調整に基づく相互応援体制の枠組みを前提とする。 

 

●想定される事態 

・上町断層帯地震では、臨海部地域での被災者多数。 

：中央防災会議での上町断層帯地震の被災想定では、近畿圏で約 330万人の避難所生活者が発生し、うち大阪府を中心として、臨海部 10Km

圏内で約 195万人の避難所生活者が発生すると想定される。 

・上町断層帯地震での岸壁等港湾施設の被災は甚大。 

：発災後、大阪湾で利用可能な岸壁の復旧資材は不足し、短時間での応急復旧が困難であることが予想される。 

：耐震強化したコンテナターミナル、ガントリークレーンの数が少ない。 

－湾内 CTのうち耐震強化岸壁のバース数は 12バース、免震・耐震ガントリークレーン数は 19基 
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図 2-1 上町断層帯地震（M7.6）の被災想定 

○震度分布                         ○電力、通信の被害（及び港湾施設の被災数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

出典：中央防災会議資料より作成 
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3．対処行動と目標時間（案） 
(1)緊急物資輸送活動 

〔ＢＣＰの実施方針〕 

①安全確保 
●大規模な直下地震が観測された場合、人命確保を第一に考え、速やかに個々の安全を確保し、必要に応じ避難を行う。 

・大阪湾の各関係者は、大規模な直下地震が観測された場合、地震情報の収集に努め、人命確保を第一に考え、港湾毎、主体毎の地震対応要

領等に従い、避難、対処を行う。 

 

②安否確認・体制構築 
●近畿地方整備局は、第五管区海上保安本部、港湾管理者、日本埋立浚渫協会等の体制構築状況を確認し、体制構築状況を関係者間で共有する。 

・近畿地方整備局は、発災直後から応急復旧のため、連携した活動が必要となる第五管区海上保安本部、港湾管理者、埋立浚渫協会等の被災状

況、体制構築状況を確認する。 

 

③被災情報の収集 
●近畿地方整備局、港湾管理者は、発災後速やかに耐震強化岸壁の被災状況を確認し、情報の共有を行う。 

・港湾管理者は、予め、定められた報告様式を用いて、近畿地方整備局へ耐震強化岸壁の被災情報を速やかに報告し、近畿地方整備局と復旧の

手順について調整を行う。近畿地方整備局は、復旧の進捗状況について適宜公表し、情報の共有に努める。 

＊報告様式については、活動指針（案）に記載のものを使用する。 

＊但し、各港湾管理者の独自様式で活動指針（案）に記載の様式の内容を網羅する場合は、各港湾管理者の独自様式での報告も可とする。 

・近畿地方整備局は、被災情報共有のため、必要に応じ第五管区海上保安本部や港湾管理者にリエゾンを派遣する。 
・近畿地方整備局、港湾管理者は必要に応じ、ドローン及び衛星画像を活用し迅速で広範囲な被害状況の把握に努める。 
 

④輸送拠点の復旧及び使用開始の方策 
●近畿地方整備局は、港湾管理者との調整結果に基づき、日本埋立浚渫協会等へ耐震強化岸壁の応急復旧の要請を行う。 

・日本埋立浚渫協会等は、迅速な作業着手ができるよう、予め、各拠点の応急復旧に必要な海上工事に関する手続き書類を準備しておく。 
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・近畿地方整備局は、応急復旧を迅速に実施するため、各種作業船及び資機材等の必要量の不足が発生する場合を想定し、事前に他地域の地

方整備局との間で、作業船の相互調達支援についての体制確保に努める。 

●近畿地方整備局及び大阪府は、堺２区の緊急物資輸送機能を早急に応急復旧する。(発災～24時間以内) 

・発災後遅くとも 12時間以内に堺２区基幹的広域防災拠点の一部運用（安全確保、参集受入れ等）を開始する。 

・発災後遅くとも 24時間以内に応急復旧船団により堺２区Ｓ２岸壁、臨港道路、荷捌地を最低限度の範囲で応急復旧し、使用を開始する。 

・海上への落下物が確認された場合は、耐震強化岸壁に至る航路について早急に啓開を行う。 

・大阪市港湾局との調整完了後、浮体式防災基地を配備する。配備については、被害状況等により必要な場所を検討し配備する。 

●近畿地方整備局及び大阪府は、緊急物資を受け入れる耐震強化岸壁等を順次復旧する。(発災～３日間以内) 

・緊急物資を受け入れる堺２区以外の耐震強化岸壁を応急復旧船団により最低限度の範囲で応急復旧し、発災後遅くとも３日間以内に復旧す

る。 

＊岸壁が利用可能であれば、利用可能な部分を使って、可能な範囲での緊急輸送を実施する。 

＊応急復旧する岸壁は、以下の手順の考えに従い実施する。なお、被災の状況に応じて近畿地方整備局が中心となって、関係府県の道路啓

開計画や港湾背後の被災状況等を勘案し、復旧順位を見直すのもとする。 

1)被災が想定される尼崎西宮芦屋港、大阪港、堺泉北港にある耐震強化岸壁全８岸壁中、４岸壁を発災から遅くとも 48時間以内に応急

復旧、全８岸壁を発災後遅くとも３日以内に応急復旧する。 

2)各港の優先順位は、岸壁の被災程度、背後地アクセスを勘案し、判断する。 

・海上への落下物が確認された場合は、耐震強化岸壁に至る航路について早急に啓開を行う。 

・被災地側の耐震強化岸壁に接続する緊急交通路を優先的に啓開し、背後圏アクセスを確保する。 

＊各港港湾管理者は、航路や岸壁の復旧にあわせて、臨港道路（緊急交通路に至る）の啓開を行う。 

●隣接港中継拠点は、被災地支援のための緊急物資輸送受入準備を整える。(発災～48時間以内) 

 

⑤緊急物資輸送船舶の着岸方策 
●緊急物資輸送船の着岸を可能にする航行支援（タグ、船舶通信）を行う。 

・堺２区のＳ２耐震強化岸壁及び被災地耐震強化岸壁でのバース調整は、国及び各港湾管理者が中心になって行う。 

・国は港湾管理者、ポートラジオと協力し、緊急物資輸送船の位置情報や予定情報等船舶動静情報を把握するとともに、関係者と協力して湾

内での航行管制や航行支援を実施する。 

・24時間体制に対応した、タグ等ポートサービス関連業務を実施するため、関係者間の協力体制を構築する。 
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●フェリー、ＲＯＲＯによる緊急物資輸送の着岸を支援する。 

・港湾管理者は、フェリー、ＲＯＲＯ船等による緊急物資輸送用耐震強化岸壁への安全な着岸を確保するために必要な支援措置（応急使用の

防舷材の用意等）を講じる。 

 

⑥堺２区、隣接港中継拠点、被災地受入岸壁の運用方策 
●国及び港湾管理者は、積出港からの輸送船、貨物に関する情報を取得する。 

・積出港側から船種、出発時刻、到着予定時刻、荷役機械の有無、積荷明細を、堺 2区及び隣接港中継拠点に送る。 

・堺２区及び隣接港中継拠点では積出港からの情報をもとに、荷役の準備に入る。 

●国及び港湾管理者は、堺２区及び隣接港中継拠点の岸壁、ヤード、拠点内の荷役オペレーションを確立する。 

・堺２区、隣接港中継拠点では、積出港からの情報を基に緊急物資の船卸、一時保管、方面別仕分、トラック積込、搬出を行う。 

・堺２区、隣接港中継拠点岸壁からの積出については、港運はしけ等により被災地受入岸壁に輸送する。 

●国及び隣接港中継拠点の港湾管理者は被災地受入岸壁で港湾管理者に物資を受け渡す。 

・堺２区及び各隣接港中継拠点から順次物資を搬出し、受入耐震強化岸壁へ引渡す。 

・受入耐震強化岸壁では、物資輸送関係者の立会いの下、船卸しを行い、物資を引渡し、受渡の伝票を交わす。 

 

⑦がれき仮置き場の確保準備と適切な運用管理 
・近畿地方整備局港湾空港部、各港湾管理者（阪神国際港湾株式会社）及び大阪湾広域臨海環境センター並びに各港湾の港運業者は、発災時に

おける散乱物、漂流物（沈下物を含む）の仮置き場について、相互に調整して、候補地を事前に設定する。 

・近畿地方整備局港湾空港部、各港湾管理者（阪神国際港湾株式会社）及び大阪湾広域臨海環境センター並びに各港湾の港運業者は、事前に設

定した発災時における散乱物、漂流物（沈下物を含む）の仮置き場を適切に管理・運用する。。 

 

 



 

 9 

〔対処行動と目標時間〕 
図 3-1 直下地震（上町断層帯地震）時の緊急物資輸送活動における対処行動の流れと関係主体 （冬、平日、ＡＭ5 時発災）  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：①上記対処業務と目標時間については、今後訓練や大阪湾港湾機能継続計画推進協議会での協議、調整等を通して、具体性、実行性を高めていくものとする（ＰＤＣＡサイクル）。 

②主体や時間目標については、あくまで目標であって、現実の発災時には、状況に応じた柔軟な対応が求められることとなる。 

③図中の●は、関係者の中でも、主たる担当であることを示す。 

保安部
近畿

運輸局

神戸運輸

監理部
整備局 大阪府

大阪市

埠頭㈱
神戸市 兵庫県 和歌山県

ﾌｪﾆｯｸ

ｽｾﾝﾀｰ
港運 陸運 倉庫 タグ

内航

海運
埋浚

ポートラ

ジオ

① 安全確保 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

② 安否確認・体制設置 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

③ 被災情報の収集 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

④ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ●

●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ●

●

⑥ ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ●

⑤ 緊急物資輸送船舶の
着岸

輸送拠点の復旧及び
使用開始の方策

堺２区、被災地受入
岸壁の運用

国の現地

災害対策

本部

自治体

国 港湾管理者等 民間関係者

関係主体

堺２区へ要員・機器配備

積出港からの輸送船、貨物等の情報取得、伝達

安全確保

被害情報収集（港湾、緊急交通路、他交通機関、その他被災情報）

堺２区復旧

各耐震強化岸壁の復旧(～3日以内)

発災

体制設置

耐震強化岸壁に接続する航路、泊地の航行上の安全確認

資機材等調達

緊急物資の必要情報の収集と輸送要請（飲食糧～生活必需品）

体制構築状況の確認(1時間以内)

耐震強化岸壁の被災情報報告・復旧手順協議（2時間以

埋浚復旧等要請

要員・機材等の被災、動員可否情報収集

復旧要請（3時間以内）

立会 作業実施許可

許可 立会

安全確認 情報提供報告

立会

報告

各港での荷役・輸送等の要請

緊急物資輸送船の航行支援（タグ、船舶通信）

湾内の漂流物、異常点の情報発信

各耐震強化岸壁で荷役開始

堺２区での荷役開始

各耐震強化岸壁へ要員・機器配備

広域

堺２区荷役・輸送等要請／各港での荷役・輸送等の協力要請

広域

配備配備の受入準備

荷役実施施設管理作業管理

配備配備の受入準備 配備

荷役実施施設管理

12時間 24時間 3日間48時間6時間

12時間 24時間 3日間48時間6時間

12時間 24時間 3日間48時間6時間

調達先確保

堺２区の点検、部分供用

耐震強化岸壁の点検

情報共有（事務所訪問）

調達・輸送

作業実施立会 ﾔｰﾄﾞ整理

港運協力要請

岸壁復旧協力要請（3時間以内）

仮置場立会

仮置場立会
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(2)国際コンテナ物流活動 

〔ＢＣＰの実施方針〕 

①被災情報の収集 
●近畿地方整備局、港湾管理者並びに阪神国際港湾株式会社は、発災後速やかに耐震強化岸壁等の被災状況を確認し、情報の共有を行う。 

・港湾管理者並びに阪神国際港湾株式会社は、予め、定められた報告様式を用いて、近畿地方整備局へ耐震強化岸壁の被災情報を速やかに報

告し、近畿地方整備局と復旧の手順について調整を行う。近畿地方整備局は、復旧の進捗状況について適宜公表し、情報の共有に努める。 

＊港湾管理者並びに阪神国際港湾株式会社は、耐震強化岸壁等の被災状況の情報収集にあたって、自らの点検情報に加えて、関係する民間事

業者からの情報収集に努める。 

＊報告様式については、活動指針（案）に記載のものを使用する。 

但し、各港湾管理者の独自様式で活動指針（案）に記載の様式の内容を網羅する場合は、各港湾管理者の独自様式での報告も可とする。 

・近畿地方整備局は、被災情報共有のため、必要に応じ第五管区海上保安本部や港湾管理者にリエゾンを派遣する。 
・近畿地方整備局、港湾管理者は必要に応じ、ドローン及び衛星画像を活用し迅速で広範囲な被害状況の把握に努める。 

 

②コンテナターミナルの復旧 
●近畿地方整備局は、港湾管理者並びに阪神国際港湾株式会社との調整結果に基づき、日本埋立浚渫協会等へ耐震強化岸壁の応急復旧の要請を行

う。 

・日本埋立浚渫協会等は、迅速な作業着手ができるよう、予め、各拠点の応急復旧に必要な海上工事に関する手続き書類を準備しておく。 

・近畿地方整備局は、大阪湾内の航路等啓開作業やコンテナターミナル等の応急復旧作業について、必要に応じて作業区域の優先順位等につ

いての調整を行うための会議を設置し、包括的協定関係者を招集することができるものとする。 

・近畿地方整備局は、応急復旧を迅速に実施するため、各種作業船及び資機材等の必要量の不足が発生する場合を想定し、事前に他地域の地

方整備局との間で、作業船の相互調達支援についての体制確保に努める。 

●近畿地方整備局及び港湾管理者は、臨港道路の啓開、航路啓開を行い、一体的な物流ルートを早期に確保する。（発災後７日以内） 

・耐震強化岸壁に近接する啓開道路、啓開道路までの臨港道路を優先的に啓開し、背後圏アクセスを確保する。 

・耐震強化岸壁と暫定ヤード等を結ぶ臨港道路を優先的に啓開し、横持輸送道路を確保する。 

・着岸には航路の啓開が不可欠であり、湾内の実態航路～港湾区域内航路について、啓開を行う。 

●近畿地方整備局及び港湾管理者並びに阪神国際港湾株式会社は、耐震強化岸壁（夢洲 C10-12、助松９号）については発災後遅くとも２カ月以内

に暫定使用ができるよう応急復旧を行う。 
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・被災が軽く、桟橋がそのまま利用可能な岸壁を選定し、順次復旧を行う。 

・また、岸壁の被災が軽くとも、ヤードの液状化の発生が想定される。液状化したヤードの復旧を効率的に実施するため、速やかに蔵置コン

テナを移動し空きスペースを確保する。 

：コンテナターミナルの他に暫定ヤードを確保し、蔵置コンテナを移動する。 

：利用可能な岸壁・エプロンを利用して、蔵置コンテナを近隣港等に積み出す。 

：荷主への蔵置コンテナの早期引取りを要請する。 

●近畿地方整備局及び港湾管理者並びに阪神国際港湾株式会社は、被災の大きい一般のコンテナターミナル（耐震強化岸壁以外）については発災

後遅くとも１年以内に使用できるよう本格復旧を行う。 

●近畿地方整備局及び港湾管理者並びに阪神国際港湾株式会社は、暫定使用した耐震強化岸壁（夢洲 C10-12,助松９号）については発災後遅くとも

２年以内に本格復旧を行う。 

 

③利用可能な岸壁・ヤードの利用方策 
●効率利用のための関係者間の情報疎通や連携体制を確保する。 

・24時間体制に対応した、関係者間の協力体制を構築する。 

・湾内の船舶航行支援、活用可能な CT の最大活用及び迅速なドレージ活動を確保するため、相互の情報疎通体制を確保するとともに、関係

者間での要員や荷役機械の相互融通のための連携体制を確保する。 

●施設の利用効率維持のため現状利用を優先するものの、関係者間で調整のうえ公共的に利用する。 

・使用可能な岸壁ターミナルの利用は、施設の効率的利用を維持するため、現状利用者を優先とした利用とする。 

・震災時には貨物需要の減少による空きスペースや空き時間の発生も想定されることから、関係者間で調整のうえ公共的に利用する。 

 

④隣接支援港での受入方策 
●隣接港では発災当日からできる限り被災港からのシフト船の受入れを行う。 

・港湾管理者並びに阪神国際港湾株式会社は、コンテナ蔵置が可能な施設の空きスペースや利用可能な設備の情報を収集し、関係者に収集し

た情報を発信する。 

・発災後７日は、シフト船受入のためのシステム整備が間に合わず、システムを使わない場合の受入れを想定する。発災直後は輸出貨物の荷

役は想定されないことから、輸入貨物だけの取り扱いを想定する。 

・発災後７日以降は、暫定ヤードの準備、荷役体制、システムの整備等を順次進め、輸出入両方の貨物の取扱の開始、取扱量の最大化を目指す。 
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・取扱量の増大に伴い、背後道路の混雑が想定されることから、はしけ、内航船等を使った隣接港への海上輸送による混雑緩和策の実施も想

定する。 

⑤国際コンテナ物流活動の機能回復状況に関する情報発信 
●港湾管理者並びに阪神国際港湾株式会社は、阪神港及び大阪湾における国際コンテナ物流活動の機能回復状況について、迅速かつ定期的な情報

発信を行う。 

・港湾管理者及び阪神国際港湾株式会社は、国際コンテナ物流の機能回復状況に関する情報を共有するとともに、それぞれの情報発信媒体を

活用した情報発信を行う。 

 

⑥がれき仮置き場の確保準備と適切な運用管理 
・近畿地方整備局港湾空港部、各港湾管理者（阪神国際港湾株式会社）及び大阪湾広域臨海環境センター並びに各港湾の港運業者は、発災時に

おける散乱物、漂流物（沈下物を含む）の仮置き場について、相互に調整して、候補地を事前に設定する。 

・近畿地方整備局港湾空港部、各港湾管理者（阪神国際港湾株式会社）及び大阪湾広域臨海環境センター並びに各港湾の港運業者は、事前に設

定した発災時における散乱物、漂流物（沈下物を含む）の仮置き場を適切に管理・運用する。。 
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〔対処行動と目標時間〕 
図 3-2 直下地震（上町断層帯地震）時の国際コンテナ物流活動における対処行動の流れと関係主体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

注：①上記対処業務と目標時間については、今後訓練や大阪湾港湾機能継続計画推進協議会での協議、調整等を通して、具体性、実行性を高めていくものとする（ＰＤＣＡサイクル）。 

②主体や時間目標については、あくまで目標であって、現実の発災時には、状況に応じた柔軟な対応が求められることとなる。 

③図中の●は、関係者の中でも、主たる担当であることを示す。 

保安部
近畿

運輸局

神戸運輸

監理部
ＣＩＱ 整備局 大阪府

大阪市

埠頭㈱

阪神国際

港湾㈱
神戸市 兵庫県 和歌山県

ﾌｪﾆｯｸ

ｽｾﾝﾀｰ
荷主 船社 港運 陸運

水先

タグ

ポートラ

ジオ
埋浚

① 安全確保 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

② 安否確認・体制設置 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

③ 被災情報の収集 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

④ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

⑥ ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

コンテナターミナル
の復旧

⑤ 利用可能な岸壁・
ヤードの利用方策

隣接支援港での受入
方策

関係主体

国 港湾管理者等

安全確保

被害情報収集（港湾、緊急交通路、他交通機関、その他被災情報）

被災大の一般ＣＴの本格復旧(～1年以内)

発災

体制設置

ＣＴに接続する航路,泊地の航行上の安全確認

被害軽微なＣＴの復旧

体制構築状況の確認（１時間以内）

ＣＴの被災情報報告・応急復旧手順協議（１２時間以内）

要員・機材等の被災、動員可否情報収集

立会

作業実施許可

許可

安全確認 情報提供報告

24時間 2ヵ月以内7日以内12時間

調達先確認

道路･航路の啓開,物流ルート確保

ＣＴの点検

情報共有（事務所訪問）

作業実施

効率的利用のための関係者間の情報疎通・連携体制の確保

残存施設の利用最大化、空きｽﾍﾟｰｽの公共的利用の調整

24時間 2ヵ月以内7日以内12時間

24時間 2ヵ月以内7日以内12時間

被災したＣＴ(耐震強化岸壁)の暫定復旧

利用可能な公共ＣＴ等の情報の収集、発信

被災港からのシフト船の受入

能力最大化(暫定ﾔｰﾄﾞ等)

復旧等要請
復旧要請（１２時間以内）

作業実施

作業実施立会許可

被災・復旧・稼働情報、課題の集約、調整、発信

代替岸壁、

暫定ﾔｰﾄﾞ確保等 利用効率最大化

空きｽﾍﾟｰｽの公共的利用

情報提供

ｺﾝﾃﾅ移動

ｺﾝﾃﾅ移動

ｺﾝﾃﾅ移動

代替岸壁

暫定ﾔｰﾄﾞ確保等

情報発信

シフト船受入

立会

立会

シフト船受入

仮置場立会

民間からの情報の収集・活用
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4．業務継続のための情報連絡系統（案） 
〔緊急物資輸送活動〕 
●基本的には、通常業務の関係を活かし、国（近畿地方整備局等）及び港湾管理者を中心とした横断的な連携活動を実施する。 

図 4-1 緊急物資輸送活動における関係者の連携体制（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪港湾局 
泉州港湾・海岸部 

事業推進課 
危機管理担当 

 
昼間・夜間 

TEL****-**-**** 

FAX****-**-**** 

（担

当：    ） 

兵庫県県土整備部 

土木局港湾課 

 
 
昼間・夜間 

TEL***-***-**** 

FAX***-***-**** 

（担

当：    ） 

大
阪
湾
港
湾
機
能
継
続
計
画
推
進
協
議
会 

兵庫県港運 
協会 

 
 
昼間・夜間 
L  

 

港湾空港局 

港湾空港振興課 
 
昼間・夜間 

TEL***-***-**** 

FAX***-***-**** 

（担

当：    ） 

大阪市港湾局 
計画整備部計画課 

 
昼間・夜間 

TEL**-****-**** 

FAX**-****-**** 

（担

当：    ） 

堺市建築都市局 

臨海整備室 
 
 
昼間・夜間 

TEL***-***-**** 

FAX***-***-**** 

（担

当：    ） 

・

 

神戸市港湾局 
工務・防災部 
海岸防災課 

 

 
昼間・夜間 

TEL***-***-**** 

FAX***-***-**** 

（担

当：    ）） 

 

近畿地方整備局 

港湾空港部 

 
 
昼間・夜間 

TEL***-***-**** 

FAX***-***-**** 

（担当：   ） 

 

近畿運輸局 

 
 
 
昼間・夜間 

TEL**-****-**** 

FAX**-****-**** 

（担当：    ） 

・
 

・

神戸運輸監理部 

 
 
 
昼間・夜間 

TEL***-***-**** 

FAX***-***-**** 
（担当：   ） 

神戸港はしけ
運送事業 
協同組合 

 
昼間・夜間 
TEL  
FAX  

(担

当：   ) 

 

近畿ﾄﾗｯｸ協会 

 

 
 
昼間・夜間 

TEL  
FAX

(担
当：   )

 

近畿倉庫協会 

連合会
(大阪倉庫協

会) 
 
昼間・夜間 
TEL  
FAX  

(担

当：   ) 

協同組合 
神戸タグ協会 

 
昼間・夜間 
TEL  
FAX  

(担

当：   ) 

近畿旅客船 
協会 

昼間・夜間

TEL  
FAX  

神戸旅客船 
協会

昼間・夜間

TEL  
 

 

 
 
昼間・夜間 
TEL  
FAX  

(担

当：   )

日本内航海運
組合総連合会 

 
 

昼間・夜間 
TEL  
FAX  

(担

当：   ) 

・

 

大阪湾水先区 
水先人会 

 
 

昼間・夜間 
TEL  
FAX  

(担

当：   ) 
 

 

 
昼間・夜間 
TEL  
FAX  

(担
当：   ) 

 

  
・

 

・  

・
 

 

・

 

東洋信号通信社 

（神戸） 

昼間・夜間 
TEL  
FAX  

(担当：   ) 

（大阪） 

昼間・夜間 
TEL  
FAX  

(担当：   ) 

 
 
 
 
昼間・夜間 

TEL***-***-**** 

FAX***-***-**** 
（担当：   ） 

 

緊急災害対策本部 

緊急災害現地対策本部 

 

注：上記体制表中の電話番号については、一部個人情報を含むものもあり、ここでは、詳細は伏字としている。 
電話番号等の個人情報を含む連絡表については、別途、非公開資料として作成している。 

 

大阪港運 
協会 
 

 
昼間・夜間 
TEL  
FAX  

(担

当：   ) 

・

大阪府タグ 
事業協同組合 

 
 

昼間・夜間 
TEL  
FAX  

(担

当：   ) 
 

 

大阪港 
タグセンター 
事業協同組合 

 
昼間・夜間 
TEL  
FAX  

(担

当：   ) 

 

 

 

 
昼間・夜間 
TEL  
FAX  
(担当：   ) 
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〔国際コンテナ物流活動〕 
●基本的には、通常業務の関係を活かし、国（近畿地方整備局等）及び港湾管理者を中心とした横断的な連携活動を実施する。 

その際、関係民間団体との連携も密にして、包括的な連携活動を実施する。 

図 4-2 国際コンテナ物流活動での連携体制 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 注：上記体制表中の電話番号については、一部個人情報を含むものもあり、ここでは、詳細は伏字としている。 

電話番号等の個人情報を含む連絡表については、別途、非公開資料として作成している。 
 

関西経済連合会 
地域連携部 

 
 

昼間・夜間 
TEL**-****-**** 
FAX**-****-**** 
(担当：   ) 

日本船主協会 
阪神地区船主会 

 
 

昼間・夜間 
TEL***-***-**** 
FAX***-***-**** 
(担当：   ) 

大阪港運協会 
 
 
 

昼間・夜間 
TEL***-***-**** 
FAX***-***-**** 
(担当：   ) 

兵庫県港運協会 
 
 
 

昼間・夜間 
TEL***-***-**** 
FAX***-***-**** 
(担当：   ) 

近畿ﾄﾗｯｸ協会 

 
昼間・夜間 

TEL***-***-**** 
FAX***-***-**** 
(担当：   ) 

大阪湾水先区 
水先人会 

 
 

昼間・夜間 
TEL***-***-**** 
FAX***-***-**** 
(担当：   ) 

 

内海水先区 
水先人会 

 
 

昼間・夜間 
TEL***-***-**** 
FAX***-***-**** 
(担当：   ) 

大阪港 
タグセンター 
事業協同組合 

 
昼間・夜間 

TEL**-****-**** 
FAX**-****-**** 
(担当：   ) 

 
 
 

協同組合 
神戸タグ協会 

 
 

昼間・夜間 
TEL***-***-**** 
FAX***-***-**** 
(担当：   ) 

大阪府タグ 
事業協同組合 

 
 

昼間・夜間 
TEL****-**-**** 
FAX****-**-**** 
(担当：   ) 

日本埋立浚渫協会
近畿支部 
海洋調査協会 
港湾空港技術ｺﾝｻﾙﾀ
ﾝﾂ協会 

 
昼間・夜間 

TEL**-****-**** 
FAX**-****-**** 
(担当：   ) 

東洋信号通信社 
（神戸） 
昼間・夜間 

TEL***-***-**** 
FAX***-***-**** 
(担当：   ) 

（大阪） 
昼間・夜間 

TEL**-****-**** 
FAX**-****-**** 
(担当：   ) 

 
 

昼間・夜間 
TEL****-**-**** 
FAX****-**-**** 
(担当：   )

日本内航海運組合
総連合会 

 
 

昼間・夜間 
TEL***-***-**** 
FAX***-***-**** 
(担当：   ) 

・国際ｺﾝﾃﾅﾀｰﾐﾅﾙの
稼働状況情報収
集 

・神戸港、大阪港の
ｺﾝﾃﾅ航路の運航ｽ
ｹｼﾞｭｰﾙ等の情報
収集 

大阪港湾局 
泉州港湾・海岸部 

事業推進課 
危機管理担当 

 
昼間・夜間 

TEL  
FAX  
(担当：   ) 

兵庫県県土整備部 
土木局港湾課 

 
 

昼間・夜間 
TEL***-***-**** 
FAX***-***-**** 
(担当：   ) 

和歌山県県土整備
部港湾空港局 
港湾空港振興課 

 
昼間・夜間 

TEL***-***-**** 
FAX***-***-**** 
(担当：   ) 

大阪市港湾局 
計画整備部計画課
大阪港埠頭㈱ 

 
昼間・夜間 

TEL**-****-**** 
FAX**-****-**** 
(担当：   ) 

神戸市港湾局 
工務・防災部 
海岸防災課 

 
昼間・夜間 

TEL***-***-**** 
FAX***-***-**** 
(担当：   ) 

 

近畿運輸局 
海事振興部貨物・ 

港運課 
 

昼間・夜間 
TEL**-****-**** 
FAX**-****-**** 
(担当：   )

神戸運輸監理部 
海事振興部貨物・ 

港運課 
 

昼間・夜間 
TEL***-***-**** 
FAX***-***-**** 
(担当：   )

大阪税関 
総務部総務課総

務第１係 
 

昼間・夜間 
TEL**-****-**** 
FAX**-****-**** 
(担当：   ) 

神戸税関 
総務部総務課総

務第１係 
 

昼間・夜間 
TEL***-***-**** 
FAX***-***-**** 
(担当：   ) 

大阪出入国在留
管理局 

(審査管理部門) 
 

昼間・夜間 
TEL**-****-**** 
FAX**-****-**** 
(担当：   ) 

大阪検疫所 
総務課 

(食品監視課) 
 

昼間・夜間 
TEL**-****-**** 
FAX**-****-**** 
(担当：   ) 

神戸検疫所 
総務課 

(食品監視課) 
 

昼間・夜間 
TEL***-***-**** 
FAX***-***-**** 
(担当：   ) 

第五管区 
海上保安本部 

 
 

昼間・夜間 
TEL**-****-**** 
FAX**-****-**** 
(担当：   ) 

近畿地方整備局
港湾空港部 

 
 

昼間・夜間 
TEL***-***-**** 
FAX***-***-**** 
(担当：   ) 

   

・港湾施設被災
状況 

・港湾施設の利
用状況等 

・背後未利用地
情報

・港湾施設被災
状況 

・港湾施設の利
用状況等 

・背後未利用地
情報

 

・所管する港湾
施設及び海岸
保全施設の被
害 状 況 速 報
（各施設の地
区 別 使 用 可
否）

・所管事業者の
被災状況 

・公共交通機関
の運行状況 

・所管事業者の
被災状況 

・公共交通機関
の運行状況

・神戸港緊急
シフトに関
する諸手続
き業務 

・蔵置ｺﾝﾃﾅ搬
出、処理等に
関する諸手
続き業務 

 

・神戸港緊急
シフトに関
する諸手続
き業務 

 

・神戸港緊急
シフトに関
する手続き
業務 

 

・神戸港緊急
シフトに関
する諸手続
き業務 

・蔵置ｺﾝﾃﾅ処
理等に関す
る諸手続き
業務 

・神戸港緊急
シフトに関
する諸手続
き業務 

 

・被災地海域の
漂流物状況、
水路異常、船
舶被害。航路
標識等の異常
の有無の点検 

・海上交通の安
全確保 

神戸植物防疫所 
業務部 

(本船貨物担当) 
 

昼間・夜間 
TEL***-***-**** 
FAX***-***-**** 
(担当：   ) 

 
阪神国際港湾㈱ 

 
 

昼間・夜間 
TEL**-****-**** 
FAX**-****-**** 
(担当：   )

・神戸港緊急
シフトに関
する諸手続
き業務 

 

・港湾施設被災
状況 

・港湾施設の利
用状況等 

 

神戸港はしけ運送
事業協同組合 

 
 

昼間・夜間 
TEL***-***-**** 
FAX***-***-**** 
(担当：   ) 

 

・会員企業、各団体
からの情報 

・ｺﾝﾃﾅﾀｰﾐﾅﾙの被災
状況 

・会員企業、各団体
からの情報 

・大阪港ｺﾝﾃﾅ貨物
受入体制 

・自施設、機器等の
被災状況 

・災害発生時の対
応可否

・職員参集等状況 
・神戸港ｼﾌﾄへの

応援体制 
 

・大阪湾内港以外
へのｺﾝﾃﾅ船ｼﾌﾄ
への応援体制 

・神戸港ｼﾌﾄへの
応援体制 

 

・神戸港ｼﾌﾄへの
受入体制 

 

・浜寺信号所設置
の風向風速計
情報 

・神戸港ｼﾌﾄへの
応援体制 

・会員企業、各団体
からの情報 

・内航ﾌｨｰﾀﾞｰ関連業
務の情報 

 

・国際ｺﾝﾃﾅﾀｰﾐﾅﾙの
被災状況情報収
集 

・蔵置ｺﾝﾃﾅの搬出処
理状況等の情報
収集 

・会員企業、各団
体からの情報 

・大阪港ｺﾝﾃﾅ貨物
受入体制

・船積危険品等の
研究ﾃﾞｰﾀ等 

 

 
 

昼間・夜間 
TE  
FAX  
(担当：   )

・災害廃棄物
の仮置き場
等の受入れ
調整 

緊急災害対策本部 

緊急災害現地対策本部 
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図 4-3 大阪湾ＢＣＰ（案）に基づく復旧関係者の連絡体制 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

災害協定(包括的

協定等)に基づく

協力要請 作業分担 
調整・指示 

第五管区海上保安本部 

：神戸海上保安部 

：大阪海上保安監部 

 

近畿地方整備局港湾空港部 【港湾管理者等】 

・大阪府 

・兵庫県 

・和歌山県 

・大阪市 

・神戸市 

・大阪港埠頭㈱ 

・阪神国際港湾㈱ 

・

 

(航路啓開順
位等の調整) 

情報共有 
調整 

航路啓開等の海上工事の実
施等に係る各種連携 

関係機関の連携・協力 

海洋調査協会 

日本埋立浚渫協会近畿支

部（衛星電話保有） 

港湾技術建設技術協会 

港湾空港技術コンサルタ

ンツ協会 

近畿港湾空港建設協会連

合会 

日本海上起重技術協会近

畿支部 

全国浚渫業協会 

日本潜水協会神戸支部 

協定機関等の連携・協力 

東洋信号通信社(※) 

 

建設会社 

 

測量・調査会社 

実働部隊の連携・協力 

※東洋信号通信社は、包括協定メンバ

ーではないが、各種の被害情報等の

情報提供を要請することから、連

携・協力機関に含めた。 
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図 4-4 大阪湾ＢＣＰ（案）に基づく緊急物資輸送関係者の連絡体制（案） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出典：現地災害対策本部の位置は、「防災拠点等のあり方について」（南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ第５回、H24.7.17、内閣府）による。 

：各港の荷役、輸送、保管に関する協定は地域防災計画による。 

緊急物資要請、調整 

（緊急災害対策本部） 

 

現地災害対策本部 

：内閣府副大臣 （堺２区基幹的広域防災拠点） 

●神戸旅客船協会 

○兵庫県港運協会 

○兵庫県倉庫協会 

●日本通運㈱神戸支店 

●

 

（神戸港） 

●  

○兵庫県港運協会 

●兵庫県倉庫協会 

●兵庫県トラック協会 

 

（尼崎西宮芦屋港） 

 

●南海フェリー 

●  

○和歌山県港運協会 

●和歌山県倉庫協会 

●和歌山県トラック協会 

（和歌山下津港） 

○大阪港運協会 

●大阪府トラック協会 

○大阪倉庫協会 

○大阪府運輸倉庫協会 

 

（大阪港） 

 

●近畿旅客船協会 

○大阪港運協会 

●大阪倉庫協会 

●大阪府運輸倉庫協会 

●大阪府トラック協会 

●  

 

（堺泉北港） 

 

被災自治体の各災害対策本部 

情報共有 

各種指示 

情報共有 

各種調整 

注：●は協定あり、○は協定なし ：堺２区～耐震強化岸壁の海上輸送 

大阪府港湾局 

：

近畿運輸局 

：荷役、輸送の管理等 

大阪港運協会 

：岸壁～防災拠点間の陸上輸送 

大阪港運協会 

：港湾荷役作業 

大阪港運協会 

：防災拠点内荷捌作業 

：防災拠点施設管理等 

(各種現場情報の集約､着岸支援､緊
急輸送道路等被災地情報の収集等) 

必要な協定の締
結を推進 
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5．留意すべき事態に対する対処方針 
●本ＢＣＰ（案）で計画する対処行動は、各地区の震度、対応する港湾施設、ライフライン等が被災想定通りであり、コンビナート等産業関連施設

での被災が軽微であった場合、かつ、船団等の要員・資機材が計画通り配置・調達できた場合を想定したものである。 

●現実には留意すべき事態が発生することも十分に想定される。よってこれらの留意すべき事態に対しては、本ＢＣＰ（案）で定める対処行動を基

本として、関係主体は臨機に手順の変更について対応する。 

 
 

6．教育・訓練に関する方針 
●本ＢＣＰ（案）における取組の重要性を認識、定着させるため、大阪湾ＢＣＰ（案）を基にした教育・訓練を継続して実施するとともに、大阪湾内

の関係各港においても、港の特性や被災状況に応じた教育・訓練を独自に実施するものとする。 

・近畿地方整備局は、大阪湾ＢＣＰ（案）に基づく目標達成の実効性向上のための教育・訓練の一環として、被災状況や様々な事態を想定し

たシナリオに基づく訓練を継続して実施する。 

・港湾管理者は、各港の港湾ＢＣＰに基づき、大阪湾ＢＣＰ（案）との連携も踏まえつつ、目標達成の実効性向上に資する訓練を継続的に実

施する。 

●上記訓練で得られた様々な問題点や課題に関する対応策を検討し、各ＢＣＰに随時反映していくものとする。 
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